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令和８年度 松本市 帯状疱疹「定期接種」対象者早見表 
 

  定期接種の機会は６５歳のみですが、経過措置として令和１１年度まで、各年度中に特定の年齢になる

方が対象者となります。 
(接種日時点で６０歳以上６５歳未満の方で、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に障害のある、身体障害者手帳 

１級をお持ちの方で定期予防接種未接種の方も対象となります。)  
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令和８年度任意接種

補助制度利用可否 
令和９年度 

～大正 15 年 4 月 1 日生まれ 101 歳以上 R7 年度に終了 接種未完了者のみ可 
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大正 15年 4月 2日～昭和 2年 4月 1日 100歳 R8 年度 定期接種 

昭和 2 年 4 月 2 日～昭和 3 年 4 月 1 日 99 歳 R9 年度 可 

昭和 3 年 4 月 2 日～昭和 4 年 4 月 1 日 98 歳 R10 年度 可 

昭和 4 年 4 月 2 日～昭和 5 年 4 月 1 日 97 歳 R11 年度 可 

昭和 5 年 4 月 2 日～昭和 6 年 4 月 1 日 96 歳 R7 年度に終了 接種未完了者のみ可 

昭和 6年 4月 2日～昭和 7年 4 月 1日 95歳 R8 年度 定期接種 

昭和 7 年 4 月 2 日～昭和 8 年 4 月 1 日 94 歳 R9 年度 可 

昭和 8 年 4 月 2 日～昭和 9 年 4 月 1 日 93 歳 R10 年度 可 

昭和 9 年 4 月 2 日～昭和 10 年 4 月 1 日 92 歳 R11 年度 可 

昭和 10 年 4 月 2 日～昭和 11 年 4 月 1 日 91 歳 R7 年度に終了 接種未完了者のみ可 

昭和 11年 4月 2日～昭和 12年 4月 1日 90歳 R8 年度 定期接種 

昭和 12 年 4 月 2 日～昭和 13 年 4 月 1 日 89 歳 R9 年度 可 

昭和 13 年 4 月 2 日～昭和 14 年 4 月 1 日 88 歳 R10 年度 可 

昭和 14 年 4 月 2 日～昭和 15 年 4 月 1 日 87 歳 R11 年度 可 

昭和 15 年 4 月 2 日～昭和 16 年 4 月 1 日 86 歳 R7 年度に終了 接種未完了者のみ可 

昭和 16年 4月 2日～昭和 17年 4月 1日 85歳 R8 年度 定期接種 

昭和 17 年 4 月 2 日～昭和 18 年 4 月 1 日 84 歳 R9 年度 可 

昭和 18 年 4 月 2 日～昭和 19 年 4 月 1 日 83 歳 R10 年度 可 

昭和 19 年 4 月 2 日～昭和 20 年 4 月 1 日 82 歳 R11 年度 可 

昭和 20 年 4 月 2 日～昭和 21 年 4 月 1 日 81 歳 R7 年度に終了 接種未完了者のみ可 

昭和 21年 4月 2日～昭和 22年 4月 1日 80歳 R8 年度 定期接種 

昭和 22 年 4 月 2 日～昭和 23 年 4 月 1 日 79 歳 R9 年度 可 

昭和 23 年 4 月 2 日～昭和 24 年 4 月 1 日 78 歳 R10 年度 可 

昭和 24 年 4 月 2 日～昭和 25 年 4 月 1 日 77 歳 R11 年度 可 

昭和 25 年 4 月 2 日～昭和 26 年 4 月 1 日 76 歳 R7 年度に終了 接種未完了者のみ可 

昭和 26年 4月 2日～昭和 27年 4月 1日 75歳 R8 年度 定期接種 

昭和 27 年 4 月 2 日～昭和 28 年 4 月 1 日 74 歳 R9 年度 可 

昭和 28 年 4 月 2 日～昭和 29 年 4 月 1 日 73 歳 R10 年度 可 

昭和 29 年 4 月 2 日～昭和 30 年 4 月 1 日 72 歳 R11 年度 可 

昭和 30 年 4 月 2 日～昭和 31 年 4 月 1 日 71 歳 R7 年度に終了 接種未完了者のみ可 

昭和 31年 4月 2日～昭和 32年 4月 1日 70歳 R8 年度 定期接種 

昭和 32 年 4 月 2 日～昭和 33 年 4 月 1 日 69 歳 R9 年度 可 

昭和 33 年 4 月 2 日～昭和 34 年 4 月 1 日 68 歳 R10 年度 可 

昭和 34 年 4 月 2 日～昭和 35 年 4 月 1 日 67 歳 R11 年度 可 

昭和 35 年 4 月 2 日～昭和 36 年 4 月 1 日 66 歳 R7 年度に終了 接種未完了者のみ可 

昭和 36年 4月 2日～昭和 37年 4月 1日 65歳 R8 年度 定期接種 

昭和 37 年 4 月 2 日～昭和 38 年 4 月 1 日 64 歳 R9 年度 可 定期接種 
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